
八雲警察署からお知らせ

飲酒運転の根絶
～ストップ・ザ・交通事故　めざせ安全で安心な北海道～

■
平
成
27
年
９
月
、
衆
議
院
本
会
議
で
い
わ
ゆ
る
安
全
保
障
関
連
法
案
が
可
決
さ
れ
、

同
法
案
が
成
立
し
ま
し
た
。
こ
の
議
論
の
際
に
、
立
憲
主
義
と
い
う
言
葉
が
注
目
さ
れ

た
の
は
記
憶
に
新
し
い
と
思
い
ま
す
。
今
回
の
テ
ー
マ
は
、
立
憲
主
義
に
つ
い
て
で
す
。

■
立
憲
主
義
と
は
、
一
言
で
い
え
ば
、
憲
法
が
、
国
や
地
方
公
共
団
体
を
コ
ン
ト
ロ
ー

ル
す
る
こ
と
で
自
由
で
フ
ェ
ア
な
社
会
を
築
く
こ
と
を
意
味
し
ま
す
。
憲
法
に
反
す
る

法
律
は
、
無
効
と
な
り
ま
す
。
憲
法
は
、
国
を
拘
束
す
る
道
具
な
の
で
す
。

■
な
ぜ
、
国
を
拘
束
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
し
ょ
う
か
。
一
つ
は
、
ア
ン
フ
ェ
ア

な
社
会
に
な
っ
て
し
ま
う
か
ら
で
す
。
法
律
は
、
私
た
ち
を
縛
る
ル
ー
ル
で
す
。
法
律

は
、
国
会
が
作
り
ま
す
。
国
会
で
は
、
多
数
決
の
原
理
で
物
事
が
決
め
ら
れ
ま
す
。
国

会
議
員
は
、
選
挙
に
よ
っ
て
選
ば
れ
ま
す
。
選
挙
は
多
数
決
に
よ
っ
て
決
め
ら
れ
ま

す
。
法
律
が「
必
要
だ
か
ら
」と
い
う
名
目
で
自
由
に
作
る
こ
と
が
で
き
る
と
、
多
数
派

に
都
合
の
い
い
、
風
通
し
の
悪
い
、
フ
ェ
ア
で
な
い
社
会
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。
多

様
な
価
値
観
の
人
た
ち
皆
が
幸
せ
に
生
き
る
た
め
に
憲
法
が
あ
る
の
で
す
。

■
も
う
一
つ
は
、「
国
家
」を
拘
束
す
る
た
め
で
す
。
第
二
次
世
界
大
戦
の
惨
禍
は
、
ま
さ

し
く
国
家
に
よ
っ
て
引
き
起
こ
さ
れ
ま
し
た
。
そ
れ
ぞ
れ
の
国
で
国
民
の
生
命
・
自

由
・
財
産
が
奪
わ
れ
ま
し
た
。
北
海
道
で
も
、
戦
前
に
教
員
が
子
ど
も
に
作
文
の
指
導

を
し
た
と
い
う
だ
け
で
逮
捕
さ
れ
、
何
年
も
拘
束
さ
れ
た
後
に
有
罪
と
な
っ
た
事
件
が

あ
り
ま
し
た（
北
海
道
綴
方
教
育
連
盟
事
件
）。
憲
法
は
、
こ
の
よ
う
な
悲
劇
を
繰
り
返

さ
な
い
た
め
の
拘
束
具
だ
と
い
う
こ
と
で
す
。

■
生
活
の
中
で
、「
フ
ェ
ア
で
な
い
」、「
息
苦
し
い
」、「
な
ん
と
な
く
お
か
し
い
」と
感
じ
た

ら
、
一
度
相
談
し
て
み
て
く
だ
さ
い
。
立
憲
主
義
に
関
わ
る
問
題
は
、
生
活
の
中
に
も

潜
ん
で
い
ま
す
。

■
法
テ
ラ
ス
八
雲
法
律
事
務
所
で
は
、
憲
法
に
関
わ
る
問
題
に
つ
い
て
、
相
談
を
受
け

付
け
て
い
ま
す
。
お
困
り
の
方
は
、「
法
テ
ラ
ス
八
雲
法
律
事
務
所（
1
０
５
０
│
３
３
８

３
│
８
３
６
６
）」ま
で
、
相
談
予
約
の
お
電
話
を
お
寄
せ
下
さ
い（
ま
た
、「
法
テ
ラ
ス
江

差
法
律
事
務
所（
1
０
５
０
│
３
８
３
│
５
５
６
３
）」で
も
、
ご
相
談
を
承
っ
て
お
り
ま

す
の
で
あ
わ
せ
て
ご
利
用
く
だ
さ
い
）。

法
テ
ラ
ス
八
雲
通
信
vol.
42

立
憲
主
義
と
多
数
決

（１）飲酒運転は凶悪犯罪！
　今、全国的に「飲酒運転は凶悪犯罪である」とい
う気運が高まっています。
　その一方で、「捕まらなければ大丈夫」という危
険な考えを持って車を運転する人が多くいます。
お酒を飲むとわずかな量でも運転に大きな影響を
及ぼし、重大事故を起こす可能性が何倍にも高ま
ります。
　「飲んだら　のれん」をキャッチフレーズに、
地域全体で飲酒運転根絶気運を高めましょう。

（２）飲酒運転は、運転者以外も処罰の対象！
　飲酒運転は、ドライバーだけでなく、周りの人
にも重い処罰があることを知っていますか。
　車を運転するおそれのある人にお酒を提供した
り、お酒を飲んでいる人に車を提供したり、飲酒
運転の車に同乗すると、たとえお酒を飲んでいな
くても処罰されます。

（３）ハンドルキーパーで飲酒運転を根絶しましょ
う！
　ハンドルキーパーとは、仲間と車で飲食店に行
く場合、あらかじめお酒を飲まない人を決め、そ
の人が仲間を自宅まで送り届けることです。
　お酒を提供するお店の方は、「お客さんが車で来
店していないか」、「車で来店している場合は、ハ
ンドルキーパーは誰なのか」を確認して、飲酒運
転を防止しましょう。

（４）飲酒運転情報をお寄せください。
　飲酒運転をしているドライバー、させている飲
食店の情報や飲酒運転を根絶するためのアイデア
を、北海道警察ホームページの「飲酒運転ゼロ
ボックス」までメールでお寄せください。

【問い合わせ先】
・函館方面八雲警察署　 10137－64－2110
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